
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマホやタブレッ

トで二次元コード

を読み取ると、

野々浜交流館の 

ＨＰが見れます 
各ご家庭で一部ずつお取りください 

２０２６（令和８）年 

４月９日（木）発行 

nonohama-krk@city.fukuyama.hiroshima.jp ℡ 084-943-9412 

き ず な

野々浜交流館 

学区民のみなさまへ 

新年度がスタートしました。昨年から「まちづくりミーティング」や「ふるさとづく

り懇談会」での地域課題や、これからのまちづくりのご意見を少しずつ事業に取り入れ

てきました。 

しかし解決すべき課題も多く残っています。まちづくり推進委員会ではこれからも皆

さんの声を聴きながら事業を進めてまいります。 

２０２６年は、福山市の今後５年間の都市づくりの指針となる新たな「福山みらい創

造ビジョン」がスタートし、さらに大門中学校区では『コミュニティスクール』も始ま

り、新たなまちづくりのスタートの年となります。 

未来につながる持続可能なまちづくりのためには、今まで以上に各団体での話し合い

や地域活動の中心である自治会と連携した運営が必要です。 

これからも皆様のご協力とご理解、温かいご支援をよろしくお願いします。 

                        

野々浜学区まちづくり推進委員会 

                          委員長  坂本 致孝 

～持続可能なまちづくりは、みなさんが主役です～ 

（未来につながるまちづくりに向けてスタート！） 

野々浜学区まちづくり推進委員会のインスタグラムでは、まちづ

くり事業（行事等）交流館の社会教育活動事業（講座等）また、多岐

にわたり野々浜学区内の最新情報を発信しています。 

 

二次元コードを読み取ってフォローしてください！ 

 
nonohama.machi 

  

～ふれあい・支え合う・安全なまち野々浜～ 



３月２８日、第１１回さくらウォーキング大会が行われま

した。 

当日は暖かい日差しの中、未就学児から年配の方まで１７

５人が参加して歩き、交流を深めました。 

さくらウォーキング大会に合わせて、防災に関するクイズと

学区の公園についてアンケートを実施しました。お寄せいた

だいたご意見は、これからのまちづくり事業の参考にさせて

いただきます。 

参加いただいたみなさん、ご協力いただいた役員のみなさ

ん、ありがとうございました。 

 

 

「福山市生涯学習活動費補助金」は、市内で活動している学習グループが、自主的に企画・実施 する学習活動の経費

の一部を補助することにより、生涯学習活動の活性化を図るものです。 

 

生涯学習団体の活動費を補助します！ 

・構成員数 ： ５人以上の学習グループ 

・補助金額 ： 補助対象経費の２分の１以内で上限５万円 

・対象事業 ： 子育て、福祉、芸術、生涯スポーツなどの生涯学習活動で、学習成果が広く社会へ還元さ

れる活動 ※審査があります。 

【問合せ先】 福山市役所まちづくり推進部 まちづくり推進課 

TEL（０８４）９２８－１２４３  FAX（０８４）９２８－１２２９

 

●申請書受付期間 ４月１日（水）～４月３０日（木） 

●申請の手引き・様式の配布 ４月１日（水）～ 

【データ】 ホームページに掲載 

【書 類】 市役所９Ｆまちづくり推進課・各地域振興課で配布 

詳しくはＨＰでご確認ください。★過去の交付団体の活動紹介も掲載しています。 

 ⇒福山市生涯学習活動費補助金で検索 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 手数料 

住民票の写し 1通３００円 

住民票の記載事項証明書 1通３００円 

戸籍全部事項証明書（謄本） 1通４５０円 

戸籍個人事項証明書（抄本） 1通４５０円 

戸籍の附票の写し 1通３００円 

印鑑登録証明書 1通３００円 

年金現況証明 1通３００円 

所得証明書 1通３００円 

所得（非）課税証明書 1通３００円 

医療機関用証明書（健康診査用・高齢者予防接種用） 無 料 

※住民票の写し、住民票の記載事項証明に住民票コード及び個人番号記載の

ものは交流館では取り扱えません 

交流館では次の証明書の受付・交付を行っています 

※申請内容によっては交流館で交付できない場合もあります 

※つり銭のいらないようにご協力をお願いします 

 

●利用できる人（窓口に来られた人または証明が必要な人） 

福山市内に住民登録をし、交流館地域（小学校区）に住んでいる人、または勤務している人

に限ります（ただし、業務用は除きます） 

●受付時間 

月曜日～金曜日 

（祝日・年末年始１２月２９

日から１月３日を除く） 

９：００～１２：００まで 

 

●申請時に必要なもの 

窓口に来られる人の本人確

認書類（代理人が申請する場

合は，委任状が必要な場合が

あります） 

２０２６年（令和８年）３月２５日 

福山市役所 市民局 市民部 市民課 証明担当 

ファクシミリの機器更新のため、市民課・税制課業務の証明書の

発行ができません。 

証明書が必要な方は、お近くの支所・交流館等で証明書を申請し

てください。 

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い

いたします。 

【期間】２０２６年４月１日（水曜日）～４月１３日（月） 

【お問合せ先】 福山市役所 市民局 市民部 市民課 証明担当 

         ０８４－９２８－１０５９ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

❤と き：５月 １３日（水） 

    １３：３０～１５：００ 

❤持参物：タオル・飲み物 

室内シューズ  

❤場 所：野々浜交流館 会議室 

 

どなたでも気軽にお越しください 

☆運動普及推進員指導 

５月２４日（日） 

区域：各自治会の管理区域 

   揚げた残土などは交差点あたりに集めてください 

   ※家庭ごみは絶対に捨てないでください。 

５月１７日（日） ８：００～１２：００ 

雨天の場合 ５月３１日（日） 

まちづくり推進事業 

野々浜学区体育会・野々浜小学校主催 

～これからの行事予定～ 
内 容 日 時 場 所 

介護相談・健康作り運動 ４月２７日（月） ９：３０～１１：３０ 野々浜交流館 会議室 

移動図書館車 ４月２８日（火）１３：３０～１４：００ 野々浜交流館 駐車場 

 

交流館は、生涯学習の場・地域のコミュニケーションを深める拠点として、幅広くどなたでも

利用できる施設です。マナーを守り、気持ちよく使用できるように、ご協力をお願いします。 

利用時間：８時３０分～２２時 

受付時間：月曜日～金曜日 ８時３０分～１２時・１３時～１７時 

土曜日 ８時３０分～１２時１５分  ※休日・休館日は除く 

・ご利用時には事前に予約システムで使用許可申請をするか、窓口で「使用許可申請書」を提出

してください。 

・使用後は「使用報告書」を記入してください。 

・館内、敷地内は禁煙・禁酒です。 

・使用後は清掃し、戸締り・照明・空調・火の元を確認し、ごみは持ち帰ってください。 

・その他、職員の指示する事項を守ってください。 

 

 


